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●さやま成年後見センター

●狭山市役所

●お住まいの地区の地域包括支援センター

　成年後見制度については、次の担当窓口までお気軽にご相談ください。

　さやま成年後見センターは、令和3年4月、成年後見制度利用
促進の中心的役割を担う「中核機関」を狭山市から受任し、成年
後見制度のご相談のほかにも関連する次の事業を行っております。
お気軽にご相談ください。
●福祉出前講座（成年後見制度、福祉サービス利用援助事業など）
●弁護士による権利擁護法律相談（月1回、予約制）
●成年後見制度の申立てに関する支援
●成年後見人等からの相談
●福祉関係者による「本人情報シート」の作成支援 など

成年後見制度のご相談は

自分の将来のために・大切な人のために
成年後見制度の利用を考えてみませんか

さやま成年後見センター（狭山市社会福祉協議会　狭山市駅東口事務所内）

さやま成年後見センター
（狭山市社会福祉協議会　狭山市駅東口事務所内）
〒350-1306　埼玉県狭山市富士見1-1-11
TEL 04-2956-7665
営業時間：平日 8：30～17：15（年末年始は除く）

さやま成年後見センター
 （狭山市社会福祉協議会）

ホームページ 狭山市社協 検索

【連絡先】

認知症になったら
どうしよう… ひとり暮らしの

親が心配…

☎04-2956-7665

☎04-2953-1111

…………………

……………………………………
高齢者の方は、長寿安心課へ…………………… 内線1572
障害者の方は、障害者福祉課へ………………… 内線1594

入間川・入間川東 ……………………………… ☎04-2955-1114
富士見・中央 …………………………………… ☎04-2941-4061
入曽 ……………………………………………… ☎04-2950-5300
水野 ……………………………………………… ☎04-2937-7871
堀兼・奥富・新狭山 …………………………… ☎04-2933-7117
柏原・水富 ……………………………………… ☎04-2933-6888
狭山台 …………………………………………… ☎04-2999-3801



　認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不
十分な人は、介護、福祉サービスを利用するための手続きや、
不動産や預貯金などの財産管理が難しい場合があります。
　また、悪質商法の被害にあうおそれもあります。
　このような判断能力が不十分な人を保護し、支援するの
が成年後見制度です。

たとえば…

任意後見制度

成年後見制度ってどんな制度なの？

みなさんの暮らしや
権利を守る制度です

　今は元気でも将来に不安がある人や、
今すぐにでも支援を必要としている人な
ど、成年後見制度はさまざまなケースで
活用できます

将来の不安に
備えたい人は…

　判断能力が十分にある人が、将来的な認知症などの不安に備えて、あらかじめサポートして
もらう代理人（任意後見人）と、サポートしてもらう内容を決めておく制度です。

ページ4

法定後見制度
今すぐにでも

支援が必要な人は…

　判断能力が不十分な人を支援します。本人の判断能力の程度によってさらに3種類に分けられ
ます。

ページ5

●将来、認知症などで判断能力が低下したときに
備えておきたい。

●親の自分が面倒を見られなくなったあとの知的
障害のある子どもの暮らしが心配。

ほとんど判断ができない人後　見

判断能力が著しく不十分な人保　佐

判断能力が不十分な人補　助

●判断がしっかりしているときがほとんどない。
●ひとりでは、ほとんど何もできない。

たとえば… ●買い物など日常生活で支障が出ることが多い。
●判断がしっかりしているときもある。

たとえば… ●もの忘れが多くなった。
●自分の判断に自信が持てなくなった。

　軽度の認知症でひとり暮らしの母親が、悪
質商法にだまされて業者と契約をしてしまい
ました。

　息子である自分が保佐人となっていたので、
自分が同意していない契約を取り消すことが
できました。

　最近もの忘れがひどく、預貯金の出し入れ
など金銭の管理に自信がありません。また、
介護や支援が必要になったときの手続きもひ
とりでできるか不安です。

　判断能力があるうちに、金銭の管理や介護
施設への入所手続きなどを、自分に代わって
行ってくれる人を決めることができました。
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たとえば…

いざというときのために
成年後見制度が暮らしを守ります
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将来の不安を安心に…

　任意後見制度とは、現在は判断能力の十分ある人が、認知症などで判断能力が不十分に
なったときに備えて、財産管理や身上保護に関する法律行為を本人に代わって行う人（任
意後見人）と支援の範囲をあらかじめ自ら決めておく制度です。

　本人の預貯金の管理、不動産などの処分、遺産分割などの財産に関す
る契約などについての助言や支援を行います。

　介護・福祉サービスの利用や医療・福祉施設の入退所の手続きや費用
の支払いなど、日常生活に関わってくる契約などを支援します。

　本人と後見を依頼された人（任意後見受任者）が支援する範
囲など任意後見の内容を話し合って決め、公正証書を作成し、
正式に契約を交わします。
　任意後見人への報酬は、本人と任意後見受任者との契約で決
めた金額となります。公正証書作成の諸費用がかかります。

任意後見の依頼と公正証書の作成

　任意後見監督人が選任され、任意後見受任者は正式に任意後見人となります。

任意後見監督人が選任され、支援が始まります

　本人の判断能力が十分でなくなったとき、本人や家
族などが家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを
します。
　申立てに必要な書類や費用については、申立てを
する家庭裁判所にご確認ください。

家庭裁判所への申立て

本人、配偶者、四親等内の親
族など

●任意後見監督人
　本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかをチェックする人です。

申立てができる人

任意後見制度の利用のしかた

財産管理

身上保護
（身上監護）

任意後見制度
すでに判断能力が十分でない人へのサポート

　法定後見制度は、判断能力の程度に応じて「後見」「保
佐」「補助」の3つに分けられ、本人や親族などの申立て
によって家庭裁判所で選ばれた成年後見人等（成年後見
人・保佐人・補助人）が支援します。

日常生活で、判断能力
がほとんどない人

日常生活で、判断能力
が著しく不十分な人

日常生活で、判断能力
が不十分な人

本人が行うすべての法
律行為

本人の同意を得た上で、
家庭裁判所が定めた法
律行為

本人の同意を得た上で、
家庭裁判所が定めた法
律行為

日常生活に関する行為※

以外のすべての行為（取
消権のみ）

法律上定められた重要
な行為

本人の同意を得た上で、
家庭裁判所が定めた法
律行為

成年後見人 保佐人 補助人

※日用品（食料品や衣料品等）の購入など「日常生活に関する行為」については、取り消しの対象にはなりません。

種　類 後　見 保　佐 補　助

利用できる人

支援する人

支
援
す
る
人
が
与
え
ら
れ
る
権
限

◆法定後見制度の種類と内容

法定後見制度

　成年後見人等が本人に代わって財産管理や契約など法律行為を行え
る権限です。

　本人が契約など法律行為を行う場合には、成年後見人等の同意が必
要であるという権限です。

代理権

同意権

　成年後見人等の同意がないまま、本人が法律行為を行った場合に、
その法律行為を取り消せる権限です。取消権

代理権

同意権

取消権
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　本人や家族などが申立ての理由（本
人の生活状況や精神状態など）につい
て記載した申立書や医師の診断書、本
人の戸籍謄本などの書類を家庭裁判所
に提出します。
　申立てに必要な書類や費用について
は、申立てをする家庭裁判所にご確認
ください。

家庭裁判所への申立て

本人、配偶者、四親等内の親族など
申立てができる人
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　法定後見制度を利用するための申立ては、通常は本人や配偶者、
親族が行います。しかし、身寄りがなく、また本人も申立てが困難
なほど判断能力が不十分な場合や、申立てができる親族がいても関
与を拒否している場合などは、市区町村長が申立てをすることがで
きます。
　くわしくは、お住まいの市区町村担当課や地域包括支援センター
にお問い合わせください。

　家庭裁判所で、成年後見人等にもっとも適切
だと思われる人を選任します。

成年後見人等を選任します

　本人の精神的な障害の程度や生活状況を確認します。本人の判断能力について、医
師などが鑑定を行うことがあります。
　また、本人や家族などから申立ての理由をたずね、成年後見人等の候補者がいる場
合は、適格かどうか事情を聞きます。

審理が開始されます

成年後見人等が支援を開始します

制度利用の申立てをできる人がいない場合

法定後見制度の利用のしかた

ill

　配偶者や親族・知人以外でも、法律や福祉の専門家（弁護士、司法書士、社会福祉士等）、
法人（社会福祉協議会やNPO）など、家庭裁判所が本人にとって最も適切と思われる人
や法人が選任されます。また、複数の成年後見人等を選任する場合もあります。そのほか、
成年後見制度の知識に関して、一定の研修を受け、家庭裁判所から選任された「市民後見
人」の活動が行われている地域もあります。

支援する人（成年後見人など）には

どのような人が選ばれるの？

　弁護士等の資格がなくても、成年後見制度の知識に関して一定の研修を受けた人で、市
区町村の推薦を受けて家庭裁判所に選任された人（市民後見人）が、日常の金銭管理や定
期的な見守りやケアチェックなどを行います。
　くわしくは、お住まいの市区町村担当課や社会福祉協議会にお問い合わせください。

市民後見人ってどんな制度？
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市民後見人ってどんな制度？
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いうときのために   大切な人のために

ユニバーサルデザイン（UD）の考え方に基づき、より多くの人へ適切に情報を伝えられる
よう配慮した見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。
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●さやま成年後見センター

●狭山市役所

●お住まいの地区の地域包括支援センター

　成年後見制度については、次の担当窓口までお気軽にご相談ください。

　さやま成年後見センターは、令和3年4月、成年後見制度利用
促進の中心的役割を担う「中核機関」を狭山市から受任し、成年
後見制度のご相談のほかにも関連する次の事業を行っております。
お気軽にご相談ください。
●福祉出前講座（成年後見制度、福祉サービス利用援助事業など）
●弁護士による権利擁護法律相談（月1回、予約制）
●成年後見制度の申立てに関する支援
●成年後見人等からの相談
●福祉関係者による「本人情報シート」の作成支援 など

成年後見制度のご相談は

自分の将来のために・大切な人のために
成年後見制度の利用を考えてみませんか

さやま成年後見センター（狭山市社会福祉協議会　狭山市駅東口事務所内）

さやま成年後見センター
（狭山市社会福祉協議会　狭山市駅東口事務所内）
〒350-1306　埼玉県狭山市富士見1-1-11
TEL 04-2956-7665
営業時間：平日 8：30～17：15（年末年始は除く）

さやま成年後見センター
 （狭山市社会福祉協議会）

ホームページ 狭山市社協 検索

【連絡先】

認知症になったら
どうしよう… ひとり暮らしの

親が心配…

☎04-2956-7665

☎04-2953-1111

…………………

……………………………………
高齢者の方は、長寿安心課へ…………………… 内線1572
障害者の方は、障害者福祉課へ………………… 内線1594

入間川・入間川東 ……………………………… ☎04-2955-1114
富士見・中央 …………………………………… ☎04-2941-4061
入曽 ……………………………………………… ☎04-2950-5300
水野 ……………………………………………… ☎04-2937-7871
堀兼・奥富・新狭山 …………………………… ☎04-2933-7117
柏原・水富 ……………………………………… ☎04-2933-6888
狭山台 …………………………………………… ☎04-2999-3801


